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第 17 回アジア競技⼤会（2014／仁川）⾺場⾺術競技 代表⼈⾺選考競技会 実施要項 
 

⼤会期⽇： 
 第 17 回アジア競技⼤会（2014／仁川） 2014 年 9 ⽉ 19 ⽇〜10 ⽉ 4 ⽇（以下「AG」という） 
 ※本選考競技会を以下「AG 選考会」という 

 
 
1. 会場 【ヨーロッパ会場】Kasselmann 厩舎 (ドイツ・ハーゲン) 

    Am Borgberg 3 
     D-49170 Hagen a.T.W., Germany 
 【⽇本会場】  御殿場市⾺術・スポーツセンター 
     静岡県御殿場市仁杉 1415-1 
 

2. ⽇程 平成 26 年 6 ⽉ 6 ⽇（⾦）〜 13 ⽇（⾦） 
 
 ＜スケジュール（予定）＞ 

⽇程 会場 内容

6 ⽉ 6 ⽇（⾦） 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ 

⼊厩    AM10:00〜 
インスペクション PM3:00〜 
打合せ会・ドロー PM4:00〜 

6 ⽉ 7 ⽇（⼟） 
競技 1 ⽇⽬ 
FEI セントジョージ賞典⾺場⾺術課⽬ 2009 
AM9:00〜

6 ⽉ 8 ⽇（⽇） 
競技 2 ⽇⽬ 
FEI セントジョージ賞典⾺場⾺術課⽬ 2009 
AM8:00〜

6 ⽉ 9 ⽇（⽉） 審判員移動⽇
6 ⽉ 10 ⽇（⽕） 審判員移動⽇ 

6 ⽉ 11 ⽇（⽔） 

⽇
本 

⼊厩    AM10:00〜 
インスペクション PM3:00〜 
打合せ会・ドロー PM4:00〜 

6 ⽉ 12 ⽇（⽊） 
競技 1 ⽇⽬ 
FEI セントジョージ賞典⾺場⾺術課⽬ 2009 
AM9:00〜

6 ⽉ 13 ⽇（⾦） 
競技 2 ⽇⽬ 
FEI セントジョージ賞典⾺場⾺術課⽬ 2009 
AM8:00〜
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3. AG 選考会の概要 
(1) 参加条件 
① 選⼿は、⽇本国籍を有し、⽇本⾺術連盟および FEI に登録のある者（2014 年 12 ⽉ 31 ⽇時点で 16

歳以上）とする。 
② ⾺匹は、⽇本⾺術連盟および FEI に登録のある⾺（8 歳以上）とする。また、⾺匹は有効な FEI パス

ポートを所有していること。 
③ 2014 年 2 ⽉ 14 ⽇までに参加意思表明が完了している選⼿。 
④ 下記のいずれかを満たしていること。 
A) ナショナルチームメンバーに認定されている⼈⾺の組み合わせ。 
B) 2013 年全⽇本⾺場⾺術選⼿権のグランプリ⾺場⾺術課⽬において、60%以上の最終得点率を獲得

している⼈⾺の組み合わせ。 
C) AG 選考会エントリー締切⽇時点にナショナルチームあるいはプログレスチームに認定されている

選⼿で、かつ 2013 年 4 ⽉ 1 ⽇以降の CDI、JEF 主催競技会、あるいは JEF 公認競技会の認定種⽬
で実施された、FEI インターメディエイト I ⾺場⾺術課⽬もしくは FEI セントジョージ賞典⾺場⾺
術課⽬において、65％以上の最終得点率を 1 回以上獲得している⼈⾺の組み合わせ。 

D) ⼈⾺の組み合わせでの実績がない場合、AG 選考会エントリー締切⽇時点に、ナショナルチームあ
るいはプログレスチームに認定されている選⼿と、CDI で実施された FEI グランプリ⾺場⾺術課⽬
で 68%以上の最終得点率を獲得している⾺匹、もしくは CDI で実施された FEI インターメディエ
イト I ⾺場⾺術課⽬もしくは FEI セントジョージ賞典⾺場⾺術課⽬で 70%以上の最終得点率を獲
得している⾺匹との⼈⾺の組み合わせ。 

(2) 競技⽅法 
① AG で⾏う規定課⽬（FEI セントジョージ賞典⾺場⾺術課⽬ 2009）を⽤いて、2 回の演技の最終得

点率の平均で順位を決定する。 
② 審査は外国⼈を含む FEI 国際⾺場⾺術審判員に委嘱する。また、⽇本およびヨーロッパの AG 選考会

には、同じ審判員が巡回して審査する。 
③ FEI ⾺場⾺術規程第 25 版を採⽤する。 

 
4. AG 選考⽅法 
(1) AG 選考会における⼈⾺の組み合わせによる 2 回の演技の最終得点率の平均をポイント（以下「ポイ

ント」という）とし、参加⼈⾺全ての序列を決める。 
(2) 選考の対象は、63 以上のポイントを獲得した⼈⾺の組み合わせとする。ポイントが同率の場合、主

審の 2 回の演技の総合観察の合計点の⾼い⼈⾺の組み合わせを上位とする。なお順位が確定しない
場合、主審の競技 2 ⽇⽬の演技の総合観察点の⾼い⼈⾺の組み合わせを上位とする。 

(3) AG 選考会の成績上位 3 ⼈⾺のポイントの平均が 66 以上の場合、オリンピック等対策委員会の議決
を経て、理事会の承認を受け、この 3 ⼈⾺を AG 団体代表⼈⾺に内定し、（公財）⽇本オリンピック
委員会（以下 JOC という）に推薦する。 

(4) 前記（3）を満たした場合、第 4 位の⼈⾺については、AG 選考会成績の第 2 位から第 4 位までの 3
⼈⾺のポイントの平均が 65 以上であれば、オリンピック等対策委員会の議決を経て、理事会の承認
を受け、AG 団体代表⼈⾺に内定し、JOC に推薦する。 

(5) 前記（4）を満たした場合、第 5 位の⼈⾺については、AG 選考会成績の第 3 位から第 5 位までの 3
⼈⾺のポイントの平均が 65 以上であれば AG 補⽋⼈⾺第 1 位とする。 

(6) 前記（5）を満たした場合、第 6 位の⼈⾺については、AG 選考会成績の第 3 位、第 4 位、第 6 位の
3 ⼈⾺のポイントの平均が 65 以上であれば AG 補⽋⼈⾺第 2 位とする。 
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(7) AG が団体派遣とならなかった場合、ポイントが 68 以上を獲得している⼈⾺を、オリンピック等対

策委員会の議決を経て、理事会の承認を受け、AG 個⼈代表⼈⾺に内定し、JOC に推薦する。 
(8) 代表に選考された選⼿が複数の⾺匹で AG 選考会に出場している場合、その選⼿は下位の⾺との組み

合わせでのポイントが、代表に選考された最下位の⼈⾺より上位であれば、その⾺匹を予備⾺として
扱うことができる。 
 

5. エントリー 
(1) エントリー締切⽇ 平成 26 年 5 ⽉ 21 ⽇（⽔）必着 
(2) エントリー料  30,000 円／頭 
(3) エントリー料振込先 三菱東京 UFJ 銀⾏ 本店 普通 1447629 

   名義：（公社）⽇本⾺術連盟 
(4) エントリー送付先 ＜郵送＞〒104-0033 東京都中央区新川 2-6-16 ⾺事畜産会館 6F 

    公益社団法⼈ ⽇本⾺術連盟 AG 選考会担当 係 
   ＜FAX＞03-3297-5617 

(5) エントリーは、エントリー締切⽇までの参加申込書の受付およびエントリー料の納⼊をもって受け付
ける。なお、エントリーの様式は JEF ウェブサイトからダウンロードのこと。 

 
6. 打合せ会・ドロー 
(1) 選⼿は打合せ会に出席のこと。 
(2) 打合せ会での確認事項を優先する。 
(3) 出場順序は、2 ⽇間の両競技ともにドローにて決定する。複数頭で出場する選⼿については、出場間

隔を考慮する。 
 

7. ⾺の輸送・⼊厩 
(1) AG選考会のための⾺の輸送および選⼿の移動は、各⾃の経費負担および責任において実施すること。 
(2) ヨーロッパ会場の AG 選考会に参加する⾺は、欧州における⾺の防疫条件を満たす予防接種や健康検

査を⾏っていること。また、⽇本会場の AG 選考会に参加する⾺は、「⽇本⾺術連盟 検査・予防接
種実施要領」に記載の要領を満たしていること。 

(3) ⾺糧は各⾃が持参し、退厩の際は全て持ち帰ること。 
(4) 敷料は⽇本⾺術連盟が調達し、費⽤を負担する。 
(5) 競技会場に到着した時点から、選⼿以外の者が⾺の調教を⾏うことはできない。即ち、装鞍した⾺に

グルームが騎乗して安全な⻑⼿綱で常歩を⾏うことはでき、また選⼿のトレーナーもしくはその代理
による調⾺索や地上からの助⾔は許可される。 
 

8. ⾺のドーピング検査 
AG 選考会期間中に出場⾺を対象としてドーピング検査を実施する。 
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9. 仁川（AG 開催地）への輸送および輸出⼊検疫 
(1) 輸出検疫所に⼊厩できる⾺は代表⾺のみとし、補⽋⾺は仁川への輸出検疫の対象としない。なお、代

表選⼿の予備⾺の検疫所への⼊所については、すべての経費および責任を選⼿が負担する場合に限り
認める。ただし、予備⾺は仁川への輸送は⾏わない。 

(2) 輸出⼊検疫に関わる施設および検査経費は連盟が負担する。 
(3) 指定の集合場所から仁川往復の⾺輸送費⽤は連盟の負担とするが、各選⼿の活動拠点の厩舎から集合

場所までは各選⼿の経費負担および責任において⾏うものとする。なお⼤会後、⾺匹は出発地に戻る
ものとする。 

(4) 選⼿および⾺管理者 1 名の活動拠点と仁川間の旅費および仁川での滞在経費（対象競技期間中）は
連盟が負担する。 

(5) 上記以外の諸経費は選⼿の負担とする。 
(6) 検疫所への⼊厩前に、獣医師による健康検査等を実施する場合がある。 
(7) 帰着地の諸条件によって⼀定期間の活動が制限されることもあり得るので、新たな条件が提⽰された

場合は、それに従うこととする。 
 
10. その他 
(1) 選⼿は、強化活動を中断あるいは停⽌することとなった場合、医師あるいは獣医師の診断書を添えて、

すみやかに⾺場⾺術本部に提出すること。 
(2) 代表⼈⾺に選考されても、獣医師の診断等を基に、監督が⾺匹の健康状態に不安があると判断した場

合は、補⽋⼈⾺と⼊れ替えを⾏う場合がある。 
(3) 「JEF ナショナルチームの⾏動指針」に反する⾏為があった場合は、選考の結果に関わらず資格を取

り消し、チームメンバーの認定を取り消す場合がある。 
(4) 補⽋⼈⾺の有効期限はそれぞれ最終エントリーあるいは輸出⼊検疫に⼊るいずれかの早い期⽇まで

とする。 
(5) 補⽋⼈⾺との⼊れ替えおよび⽋員補充等については、監督の判断を基に所定の⼿続きを経て⾏うもの

とする。 
(6) 世界⾺術選⼿権⼤会（2014／ノルマンディー）に出場を希望する⼈⾺の組み合わせは AG 選考会に

参加し、かつ 2 ⽇間の両競技の最終得点率によるポイントを獲得していること。 
(7) AG 選考会参加における選⼿および選⼿関係者の宿舎は、各⾃で⼿配すること。 
(8) AG 代表および補⽋に選考された選⼿は、JOC が指定する期⽇にて JOC 派遣⼿続きを実施すること。 


